
骨董通り法律事務所 編 『エンタテインメント法実務』 

訂正表（第 1 刷・第２刷） 

2022 年 2 月 28 日 弘文堂  

◎本書第 1 刷（2021 年 6 月 15 日発行）および第２刷（2021 年 6 月 30 日発行）に、誤記など

の訂正を要する箇所、および表現を修正することが望ましいと刊行後判断した箇所がござい

ました。以下の通り変更のうえ本書をご利用いただけますよう、お願い申し上げます。 

【第１刷・第２刷の訂正（第３刷に反映済み）】 

・139 頁下から 8 行目「権利の権利」を、「権利の管理」と修正する。 

・362 頁８行目「60 億円にのぼり」を、「60 億にのぼり」と修正する。 

 

【第１刷の訂正（第２刷に反映済み）】 

・128 頁「３ 指定著作権等管理事業者」の 12 行目冒頭の「が」を、「により」と修正

する。 

・128 頁「４ JASRAC の管理」の 1 行目「作詞者・作曲者」を、「作詞家・作曲家」と

修正する。 

・128 頁「４ JASRAC の管理」の下から 2 行目「自動的にすべて JASRAC に移転す

る。」を、「自動的に JASRAC に移転する。」を削除する。 

・245 頁下から 3 行目「①作詞者、作曲者等」を、「①作詞家、作曲家等」と修正する。  

・248 頁下から 8〜7 行目「裁定制度の利用も可能である。」を、「裁定制度の利用も選

択肢となる。」と修正する。  

・255 頁下から６行目「（２条１項・113 条７項）」を、「（２条１項 21 号・113 条７

項）」と修正する。 

・278 頁下から７行目「（３条各項）」を「（３条１項各号）」と修正する。 

・279 頁「３ 過去の事例」の 7〜8 行目「サーバー保存の形式で掲載された 15.8%の画像

について著作権侵害の疑いがあった。」を、「全画像中、サーバー保存の形式で掲載さ

れた約 15.8%の画像に著作権侵害の疑いがあった。」と修正する。 

・281 頁「１ 利用規約」の１行目「インターネット上のビジネスには、」を、「インタ

ーネット上のビジネスは、」と修正する。 



・289 頁 14 行目「利用許諾が認められる。」を、「利用許諾が認められるだろう。」と

修正する。 

・295 頁 3 行目「技術的には権利者以外による設定も可能である。」を、「技術的には著

作権者以外も設定可能である。」と修正する。 

・296 頁下から 9〜8 行目「準拠法を当該プラットフォーマーの本店所在地法とする旨の

といった規定があれば、」を、「準拠法を当該プラットフォーマーの本店所在地法とす

る旨の規定があれば、」と修正する。 

・312 頁 5 行目「を参照」を、「も参照」と修正する。 

・313 頁注釈 2）の冒頭に【始まり鉤括弧】を付加する。 

・330 頁「１ 文字デザインと著作権」の 4 行目「なお、」を削除する。 

・339 頁下から 6 行目「ガイドライン（案）」の「（案）」を削除する。 

・345 頁「１ 作品の展示」の 1 行目「美術の著作権」を、「美術の著作物」と修正す

る。 

・346 頁 1 行目「公衆送信」を、「自動公衆送信」と修正する。 

・347 頁「５ 販売の際の紹介」の 1〜2 行目「オークションオンライン等で」を、「オ

ークション、オンライン等をはじめ、」と修正する。 

・460 頁 15 行目と 16 行目の間に新たな段落として「同法は原則として雇用関係を前提に

適用されるが、指導者の選手に対するパワハラの存否の判断においても、その定義が参

照されることがある。」を挿入し、17〜19 行目「一般社会における…（中略）…通常

だろうが、」を削除し、20〜21 行目「許されないだろうが、」を「許されないが、」

と修正し、22 行目「その目的・態様次第では」を「その状況次第では」と修正する。 

以上  

 


